
鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第34号

鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（平成19年鳥取県条例第47号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改 正 後 改 正 前

（期末手当の額） （期末手当の額）

第３条 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月 第３条 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月

額の100分の145に相当する額に、６月に支給する場 額の100分の145に相当する額に、６月に支給する場

合においては100分の140、12月に支給する場合にお 合においては100分の150、12月に支給する場合にお

いては100分の150を乗じて得た額に、６月１日又は いては100分の160を乗じて得た額に、６月１日又は

12月１日以前６月以内の期間におけるその者の在職 12月１日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例（昭 期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例（昭

和26年鳥取県条例第３号）第16条の４第２項の表に 和26年鳥取県条例第３号）第16条の４第２項の表に

定める割合を乗じて得た額とする。 定める割合を乗じて得た額とする。

（旅費） （旅費）

第７条 略 第７条 略

２ 議会の議員に支給する旅費の額は、次の各号に掲 ２ 議会の議員に支給する旅費の額は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただ げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただ

し、前項第２号及び第３号の旅行については、第１ し、前項第２号及び第３号の旅行については、第１

号に定める鉄道賃、第４号に定める車賃及び第６号 号に定める鉄道賃、第４号に定める車賃及び第６号

に定める宿泊料の額の合計額とする。 に定める宿泊料の額の合計額とする。

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略

(８) 外国旅行の旅費 国家公務員の外国旅行の旅 (８) 外国旅行（次号の旅行手当が支給される旅行

費（国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年 を除く。）の旅費 国家公務員の外国旅行の例に

法律第114号）第６条第12項に規定する支度料及 よる額（国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

び同条第16項に定める旅行手当を除く。）の例に 25年法律第114号）第39条に定める支度料の額を

よる額 除く。）

(９) 旅行手当 職員の旅費等に関する条例（昭和

45年鳥取県条例第48号）第１条に規定する職員の

例による額

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）



２ 改正後の鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第７条の規定は、この条例の施行の日

以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。


